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<泊１号炉周辺地域の凍害危険度及びコンクリートの空気量について> 

 

１．泊１号炉周辺地域の凍害危険度について 

 1.1 はじめに 

    コンクリ－ト中の水分が凍結し，それが気温の上昇や日射を受けること等により融

解する凍結融解を繰り返すことでコンクリ－トにひび割れが生じ，コンクリ－ト構造

物としての健全性が損なわれる可能性がある。 

     （社）日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリ－ト工事」

（2009）（以下，「JASS5」という。）解説図 26.1（凍害危険度の分布図）によると，泊

１号炉の周辺地域の凍害危険度は「2」であり，凍害の予測程度は「軽微」である。な

お，凍害危険度の分布図にある凍害危険度は，気象資料を用いて外気温上の凍結融解

作用の強さに日射等の影響と含水程度を考慮して算出したものである。図 2-1に JASS5 

凍害危険度の分布図を示す。 

    気象資料から泊１号炉周辺地域の凍害危険度をあらためて確認した結果を以下に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 JASS5 凍害危険度の分布図 
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 1.2 凍結融解作用を受けるコンクリ－ト 

JASS5「26節 凍結融解作用を受けるコンクリ－ト」では，寒冷地に建設する建築物

の激しい凍結融解作用を受ける部分に使用するコンクリ－トについて示されている。 

26節の適用にあたっては解説表 26.1（本節適用の目安）が示されており，この解説

表には最低気温（日最低気温の平滑平年値の年間極値（気象庁資料による））と凍害危

険度の関係が示されている。図 2-2に JASS5 26節適用の目安を示す。 

 

 

図 2-2 JASS5 26節適用の目安 
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 1.3 泊１号炉周辺地域の凍害危険度 

最新の平滑平年値（1981～2010年の観測値）により，泊１号炉の周辺地域である後

志地方気象台の共和，神恵内及び寿都の 3地点の最低気温を確認すると，それぞれ－

7.6℃，－5.5℃及び－5.4℃であった。 

図 2-2によると，稚内の最低気温－8.7℃及び函館の最低気温－7.7℃に対して，凍

害危険度は 2，長野の最低気温－5.5℃に対して凍害危険度は 1 である。これに対し，

泊１号炉の周辺地域である共和，神恵内及び寿都の最低気温は－7.6℃，－5.5℃及び

－5.4℃であり，稚内及び函館よりも最低気温が高いこと，神恵内及び寿都については，

長野と同程度であることから，凍害危険度は 1又は 2と考えられ，凍害危険度を 2と

することについて，妥当であると判断した。 

なお，JASS5「26 節」に『わが国の多くの地域で最低気温と凍結融解回数が対応し

ている』とあり，最低気温から凍害危険度を確認することは妥当と考える。 
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２．コンクリートの空気量について 

2.1 凍結融解作用に対する抵抗性をもった空気量 

JIS A 5308「レディ－ミクストコンクリ－ト」（以下，「JIS」という。）では空気量及

び許容差が規定されており，荷卸し時点での空気量は 4.5％，この許容差は±1.5％と

されている。また，この規定値は JASS5「5節」及び「11節」とも同一である。表 2-1

に JIS及び JASS5「5節」及び「11節」に示される空気量及び許容差を示す。 

JASS5「26節」では，『4節および 5節で規定される材料・調合の制限，空気量（4.5％）

の規定などは凍結融解作用に対する対策であり，本節を適用しないコンクリートでも

ある程度の凍結融解作用に対する抵抗性をもったものとなっている。』とされている。 

よって，泊 1号炉の凍結融解作用に対する抵抗性は，JIS及び JASS5「5節」及び「11

節」に規定される空気量及び許容差にて確認する。 

 

表 2-1  JIS及び JASS5「5節」及び「11節」に規定される空気量及び許容差 

コンクリ－トの種類 空気量 空気量の許容差 

普通コンクリ－ト 4.5％ ±1.5％ 

 

なお，JASS5「26 節」では，激しい凍結融解作用を受ける部分に使用するコンクリ

ートについての仕様（空気量の下限値等）が別途規定されており，同節で対象とする

「激しい凍結融解作用」とは，『湿潤状態で凍結融解作用を受けるコンクリート』とさ

れている。また，『寒冷地の建物では，金属笠木の使用，水分が滞留しないディテール

の工夫など，凍害の弱点となる部分をなくすことが凍害対策の基本であり，このよう

な対策が十分な場合，凍結融解作用の強い地域であっても本節を適用する必要はな

い。』とされている。 

泊１号炉については，外壁等の鉛直面には仕上げ（防水性のある塗装）を施してい

ること，屋根等の水平面は防水層により保護することでこれらの部位に水分が滞留し

ない対策を実施しており，湿潤状態にはならないことから，JASS5「26節」で対象と

する「激しい凍結融解作用」にはあたらないと判断した。 
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2.2 泊１号炉における空気量 

建設時に荷卸し時点で実施した空気量試験では，最小値が 3.6％，最大値が 5.5％で

あり，表 2-1の数値を満足していることを確認している。表 2-2に泊１号炉に使用し

ているコンクリ－トの目標空気量と空気量試験の最小値及び最大値を示す。 

なお，荷卸し時点で実施した空気量試験については建設時の使用前検査においても

確認されている。 

 

表 2-2 泊１号炉に使用しているコンクリ－トの目標空気量と 

空気量試験の最小値及び最大値 

目標空気量（許容範囲） 最小値 最大値 

4.5％（3.0～6.0％） 3.6％ 5.5％ 

 

 

  以上から，泊１号炉に使用しているコンクリ－トは，凍結融解作用に対する抵抗性をも

った空気量を確保していると判断している。 

 

以上 



-6-1- 

 

<塩分浸透における評価点の妥当性について> 

 

気中帯，干満帯及び海中帯は 1961年から 1962年までの岩内港における潮位観測記録に

より設定している。 

気中帯，干満帯及び海中帯の範囲と評価点（以下，「コア採取位置」という。）を表 6-1

に示す。 

表 6-1 評価点の範囲とコア採取位置*1 

 評価点の範囲 コア採取位置 

気中帯 
EL.0.26m以上 

(C.D.L.0.342m以上)*2 

EL.5.2m 

(C.D.L.5.282m) 

干満帯 
EL.0.26m未満，EL.－0.14m以上 

(C.D.L.0.342m未満，C.D.L.－0.058m以上) 

EL.0.0m 

(C.D.L.0.082m) 

海中帯 
EL.－0.14m未満 

(C.D.L.－0.058m未満) 

EL.－6.0m 

(C.D.L.－5.918m) 

*1 コア径：80mm  

*2 ( )内は EL.から C.D.L.標記とした値：C.D.L.＝EL.＋0.082m  

    

表 6-1に示すとおり，気中帯，干満帯及び海中帯のコア採取位置は，潮位の影響を受け

ない箇所を選定しているが，潮位は 1961年から 1962年までの記録を用いているため，運

転開始から至近までの潮位データを確認した上で，コア採取位置の妥当性を確認する。な

お，潮位データは潮位表基準面（C.D.L.）で記録されているため，コア採取位置の EL.標記

を C.D.L.に変換している。 

 岩内港における運転開始（1989年）から至近（2017年）までの潮位変化グラフを図 6-1

に，運転開始年（1989年）と至近（2017年）における潮位を表 6-2に示す。潮位変化グラ

フには朔望平均満潮位と朔望平均干潮位を示し，加えてコア採取位置を明示した。 
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